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当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、運営スタッフのマスク着用や消毒液の
設置など感染予防措置を講じてまいります。
株主のみなさまにおかれましては、感染リスク
を避けるため、可能な限り郵送またはインター
ネットでの議決権の事前行使をしていただき
ますようお願い申しあげます。特に重症化し
やすいとされるご高齢の方や基礎疾患がある
方、妊娠されている方におかれましては、慎重
なご判断をお願いいたします。
今後の状況により、株主総会の運営に大きな変
更が生ずる場合は当社ウェブサイトにてお知
らせいたします。
（https://www.espec.co.jp/）

第67回

定時株主総会招集ご通知

日　時 2020年６月23日(火)午前10時
場　所 大阪市北区天満橋１丁目８番50号

帝国ホテル大阪５階八重の間
(末尾の会場ご案内図ご参照)

【議決権行使期限：2020年６月22日(月)午後５時まで】
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証券コード：6859
2020年６月１日

株　主　各　位
大阪市北区天神橋3丁目5番6号

代表取締役社長 石 田 雅 昭

第67回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のことと拝察申しあげます。
　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますことをご通知申しあげます。
　新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主のみなさまにおかれましては、可能な限り郵送
またはインターネットでの議決権の事前行使をしていただきますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1．日　　時 2020年６月23日（火曜日）午前10時

2．場　　所 大阪市北区天満橋１丁目８番50号
帝国ホテル　大阪　５階　八重の間（末尾の会場ご案内図ご参照）

3．会議の目的事項
報 告 事 項 1．第67期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書

類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第67期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

　以　上
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＜第67回定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について＞
　第67回定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止に向けた当社の対応について、以下のとお
りご案内させていただきます。株主のみなさまのご理解とご協力をお願い申しあげます。
1．当社の対応について

① 登壇役員および運営スタッフはマスクを着用させていただきます。
② 本総会では、ご滞在時間短縮のため、報告事項を簡略化させていただくとともに、円滑な議事進

行に努めてまいります。
③ 会場入口において検温を実施させていただき、発熱が認められた方（検温で37.5度以上が測定さ

れた方）にはご入場をお控えいただく場合がございます。
④ 混雑緩和の観点から、ドリンクコーナーの設置については、今年度は中止させていただきます。
⑤ ご出席の株主さまで体調不良とお見受けした方には、運営スタッフがお声がけし、ご退出をお願

いする場合がございます。
2．株主さまへのお願い

① 以下に該当される方は株主総会へのご出席をお控えいただきますようお願い申しあげます。
・株主総会開催日当日に、発熱・のどの痛み・せきなどの症状がある方
・過去２週間以内に発熱された方
・過去２週間以内に海外への訪問歴がある方

② 今年度は株主総会へのご出席を見合わせ、書面またはインターネットによる議決権行使を強くご
推奨申しあげます。特に重症化しやすいとされるご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されてい
る方は慎重なご判断をお願いいたします。

③ 株主総会会場では、座席の間隔を空けるため、十分な座席数を確保できない可能性がございます。
あらかじめご了承のほどお願い申しあげます。

④ ご出席の株主さまにおかれましては、マスクのご着用などご配慮願いますとともに、会場内の消
毒液のご使用についてもご協力いただきますようお願い申しあげます。

今 後 の 状 況 に よ り 、 株 主 総 会 の 運 営 に 大 き な 変 更 が 生 ず る 場 合 は 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.espec.co.jp/）にてお知らせいたします。

1．次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト
（https://www.espec.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載してお
りません。
① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
② 計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
なお、監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知添付書類
に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している上記①および②の事項となります。

2．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、上記の
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

3．書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権
行使を有効な行使としてお取り扱いさせていただきます。また、インターネットで複数回数、議決
権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いさせていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主のみなさまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2020年６月23日（火曜日）
午前10時

2020年６月22日（月曜日）
午後５時到着分まで

2020年６月22日（月曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第●号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第●号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。

書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行使を有効な行使としてお取り扱いい
たします。インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。インターネッ
トに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担となります。株主さまのインターネット利用環境等によって
は、ご利用になれない場合もあります。
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登
録商標です。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。3

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる新
しいパスワードを設定
してください
「登録」をクリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日９：00～21：00）
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《添付書類》
事業報告 （2019年4月1日から2020年3月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
[1]　事業の経過およびその成果

当期のわが国経済につきましては、米中貿易摩擦による世界景気の悪化により製造業を中心に減速基
調が継続するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、期末にかけて世界経済の先行き不透
明感が強まる状況となりました。

当社の主要顧客におきましては、半導体関連の投資は堅調に推移いたしましたが、その他業種では投
資に慎重な姿勢が継続し、投資の先送りや見直しの動きが見られました。

このような状況の中、当社は自動車やIoT関連市場をターゲットとした環境試験器のカスタマイズ対
応力の強化やエナジーデバイス装置の販売拡大に取り組むとともに、欧州・ASEANを重点拡大地域と位
置付け、海外市場での売上拡大に取り組んでまいりました。

こうした結果、当期の経営成績につきましては、受注高は43,571百万円、売上高は42,443百万円と
なりました。利益面につきましては、売上高の減少および原価率の悪化により営業利益は3,742百万円、
親会社株主に帰属する当期純利益は2,818百万円となりました。

※前期は、在外連結子会社の決算対象期間が15カ月（2018年１月～2019年３月）となる変則決算と
なっております。そのため、当期の事業報告においては業績に関する対前期増減率の記載を省略して
おります。

前期（第66期）（百万円） 当期（第67期）（百万円） 対前期増減率（％）

受 注 高 50,698 43,571 ‐

売 上 高 50,580 42,443 ‐

営 業 利 益 5,827 3,742 ‐

経 常 利 益 5,851 3,933 ‐

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
4,289 2,818 ‐

（注）百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　なお、前期の在外連結子会社の決算対象期間が従来どおり12カ月であった場合の対前期増減率は以下
のとおりとなります。
（参考）

前期（第66期）（百万円） 当期（第67期）（百万円） 対前期増減率（％）

受 注 高 48,008 43,571 △9.2

売 上 高 47,060 42,443 △9.8

営 業 利 益 5,470 3,742 △31.6

経 常 利 益 5,493 3,933 △28.4

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
4,030 2,818 △30.1

（注）百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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 装置事業

受注高 34,682百万円
対前期増減率－

0

15,000

45,000

30,000

42,587

第66期

34,682

第67期

（参考）
39,979

単位 ： 百万円

■ 受注高の推移

売上高 34,361百万円
対前期増減率－

0

15,000

45,000

30,000

42,638

第66期

34,361

第67期

（参考）
39,236

単位 ： 百万円

■ 売上高の推移

営 業
利 益
3,041百万円
対前期増減率－

0

2,000

4,000

6,000

1,000

3,000

5,000
5,193

第66期

3,041

第67期

（参考）
4,908

単位 ： 百万円

■ 営業利益の推移

（注）1.百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.第66期は在外連結子会社の決算対象期間が15カ月となる変則決算であるため、対前期増減率については記載を省略しております。
3.ご参考に第66期の在外連結子会社12カ月決算の業績を記載しております。なお、前期の在外連結子会社の決算対象期間が従来どお

り12カ月であった場合の対前期増減率は以下のとおりとなります。
（参考）

前期（第66期）（百万円） 当期（第67期）（百万円） 対前期増減率（％）

受 注 高 39,979 34,682 △13.3
売 上 高 39,236 34,361 △12.4
営 業 利 益 4,908 3,041 △38.0

　環境試験器につきましては、国内市場では、汎用性の高い標準製品の受注が下期にかけて減少すると
ともにカスタム製品も大型案件が減少いたしました。海外市場ではすべてのエリアで前期を下回り、特
に中国、韓国、台湾が低調に推移いたしました。
　エナジーデバイス装置につきましては、中国市場の低迷により二次電池評価装置の受注が想定を下回
るとともに、燃料電池評価装置も顧客の投資計画の見直しにより減少いたしました。売上高につきまし
ては主に燃料電池評価装置により前期と同水準となりました。
　半導体関連装置につきましては、フラッシュメモリおよび自動車向けのバーンインシステム・チャン
バーが堅調に推移し、受注高・売上高ともに増加いたしました。
　こうした結果、装置事業全体では、受注高は34,682百万円、売上高は34,361百万円となりました。
営業利益につきましては売上高の減少および原価率の悪化により3,041百万円となりました。
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 サービス事業

受注高 6,378百万円
対前期増減率－
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6,524

単位 ： 百万円

■ 受注高の推移

売上高 6,459百万円
対前期増減率－

0
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4,000

7,000

3,000

1,000
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5,000

6,613

第66期

6,459

第67期

（参考）
6,486

■ 売上高の推移
単位 ： 百万円

営 業
利 益
646百万円
対前期増減率－

0
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600
500
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第66期

646

第67期

（参考）
548

■ 営業利益の推移
単位 ： 百万円

（注）1.百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.第66期は在外連結子会社の決算対象期間が15カ月となる変則決算であるため、対前期増減率については記載を省略しております。
3.ご参考に第66期の在外連結子会社12カ月決算の業績を記載しております。なお、前期の在外連結子会社の決算対象期間が従来どお

り12カ月であった場合の対前期増減率は以下のとおりとなります。
（参考）

前期（第66期）（百万円） 当期（第67期）（百万円） 対前期増減率（％）

受 注 高 6,524 6,378 △2.2
売 上 高 6,486 6,459 △0.4
営 業 利 益 548 646 17.9

アフターサービス・エンジニアリングにつきましては、アフターサービスが堅調に推移し、受注高・
売上高ともに前期並みとなりました。

受託試験・レンタルにつきましては、受注高・売上高ともに前期並みとなりました。
こうした結果、サービス事業全体では受注高は6,378百万円、売上高は6,459百万円となりました。

営業利益につきましては原価率の改善により646百万円となりました。
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 その他事業
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（注）1.百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.第66期は在外連結子会社の決算対象期間が15カ月となる変則決算であるため、対前期増減率については記載を省略しております。
3.ご参考に第66期の在外連結子会社12カ月決算の業績を記載しております。なお、前期の在外連結子会社の決算対象期間が従来どお

り12カ月であった場合の対前期増減率は以下のとおりとなります。
（参考）

前期（第66期）（百万円） 当期（第67期）（百万円） 対前期増減率（％）

受 注 高 1,706 2,715 59.1
売 上 高 1,541 1,831 18.8
営 業 利 益 9 49 428.7

　環境保全事業および植物工場事業を中心とするその他事業では、当第２四半期に植物工場の大型案件
を受注するとともに水辺づくりも好調に推移いたしました。受注高は2,715百万円、売上高は1,831百
万円となり、営業利益につきましては売上高の増加により49百万円となりました。
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 その他の企業活動

　当社は「企業は社会の公器である」という考えのもと、さまざまな企業活動を通じてステークホルダ
ー（利害関係者）のみなさまと互いに価値を交換し合い、共に歩むことで永続的な企業価値の向上を目
指しております。
　環境経営への取り組みといたしまして、当社では生物多様性に配慮し、地域に根ざした事業所づくり
を行っております。当社は福知山市大江町毛原自治会と森林保全協定を結び、森林保全活動を2007年
より継続し1,000名以上の社員やその家族が「毛原の森づくり活動」に参加いたしました。2018年３
月にはこの活動が「国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）」の連携事業として認定されまし
た。また、2019年６月には神戸R&Dセンターにおいて、生物多様性保全への取り組みにお悩みの企業
担当者様を対象とした、第１回エスペック環境セミナー「企業敷地で実践する生物多様性」を開催いた
しました。
　仕事と家庭生活の両立に向けた取り組みといたしましては、2013年度より女性リーダー育成研修を
実施し、延べ30名が受講しております。2019年９月には、「第２回大阪府男女いきいき事業者表彰」
において「男女いきいき優秀賞」を受賞いたしました。また、同年１２月には当社執行役員が、大阪商
工会議所主催の「第４回大阪サクヤヒメ表彰」において「活躍賞」を受賞いたしました。
　社会貢献への取り組みといたしましては、当社子会社のエスペックミック株式会社が、豊田・岡崎地
区の用地造成事業で行った郷土種の苗木約10万５千本の育成・納品について、卓越した技術と献身的な
努力があったと評価され、2019年11月に愛知県企業庁より「優良工事施工業者感謝状」を拝受いたし
ました。
　投資家のみなさまへの取り組みといたしましては、より公平かつタイムリーな情報開示の実現に向け、
ホームページの充実に取り組みましたところ、日興アイ・アール株式会社が主催する「2019年度全上
場企業ホームページ充実度ランキング調査」において、「最優秀サイト（総合ランキング）」に選定さ
れました。また、モーニングスター株式会社が主催する「Gomez IRサイトランキング2019」におい
て、銅賞を受賞いたしました。
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[2]　設備投資等の状況

　当期の設備投資は、総額2,671百万円であり、完成および継続中の主要設備は次のとおりであります。
①当期中に完成した主要設備
　該当事項はありません。
②当期継続中の主要設備の新設、拡充
　当社　神戸R&Dセンター　技術開発棟新設　（1,138百万円）
③重要な固定資産の売却、撤去、滅失
　該当事項はありません。

[3]　資金調達の状況

　重要な事項はありません。

[4]　対処すべき課題

　当社はこれからも成長し続ける企業であるために長期ビジョン「ESPEC Vision 2025」を策定し、現
在、StageⅡである中期経営計画「プログレッシブ プラン2021」を推進しております。しかしながら、
新型コロナウイルス感染症拡大による当社業績への影響を精査中であるため、2020年度の連結業績予
想は未定としております。世界経済の先行き不透明感は強まっておりますが、引き続き企業力の向上に
努め、長期ビジョンで掲げた「エスペックの姿」を目指してまいります。

　新型コロナウイルス感染症に対する取り組み、および長期ビジョン、中期経営計画の概要は以下のと
おりです。

①新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
　当社は、新型コロナウイルス感染症の発生を受け、従業員に対し感染防止のための遵守事項を定め徹
底するとともに、事業継続に努めてまいりました。
　また、海外子会社においては、中国は３月末より通常どおり稼働、米国では政府が認める生産に限定
して稼働しております。その他国内外の事業所におきましても、在宅勤務などを活用し事業を継続して
おります。引き続き、国や自治体の方針・要請に従い適切な感染拡大防止策を徹底するとともに、お客
さまの事業に支障をきたさないよう最善を尽くしてまいります。
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②長期ビジョンおよび中期経営計画

長期ビジョン「ESPEC Vision 2025」

＜エスペックの姿＞
・グローバルに＜環境＞をインテグレートするエスペック
・先端技術の安全・安心に貢献する企業
・クリエイティビティとバイタリティにあふれる成長企業

＜連結業績目標＞
2025年度　売上高：600億円以上　営業利益：60億円以上　営業利益率：10％以上

中期経営計画「プログレッシブ プラン2021」（計画実施期間2018～2021年度）

＜基本方針＞
戦略投資と着実な「質の向上」による安定継続成長
・成長分野をターゲットとしたグローバル化とカスタム対応力の向上
・業績変動の緩和と次代の成長のための新分野事業の開発

＜連結業績目標＞
2021年度　売上高：520億円以上　営業利益：52億円以上　営業利益率：10％以上

＜中期経営戦略＞
１．装置事業セグメント 事業戦略

①自動車、IoT分野をターゲットに、カスタマイズ対応力の強化による収益拡大
②環境因子技術の拡充により多様化・高度化する試験ニーズへの対応
③新規分野事業の開拓

２．サービス事業セグメント 事業戦略
お客さまの潜在ニーズを先取りしたサービスメニューの開発とテストコンサルティング事業の
拡大

３．グローバル戦略
①中国、韓国を継続拡充地域とし、欧州、ASEAN（インド含む）を重点拡大地域としたグロー

バルマーケティングの展開
②グローバル全体最適のモノづくり体制構築
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[5]　財産および損益の状況の推移

区　　　分
第64期

2016年４月  1日から
2017年３月31日まで

第65期
2017年４月  1日から
2018年３月31日まで

第66期
2018年４月  1日から
2019年３月31日まで

第67期（当期）
2019年４月  1日から
2020年３月31日まで

受 注 高 （百万円） 40,289 44,775 50,698 43,571
売 上 高 （百万円） 39,507 44,069 50,580 42,443
営 業 利 益 （百万円） 3,243 4,602 5,827 3,742
経 常 利 益 （百万円） 3,171 4,746 5,851 3,933
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 2,233 3,308 4,289 2,818
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 97.85 144.76 187.65 123.26
総 資 産 （百万円） 49,044 54,208 57,359 57,461
純 資 産 （百万円） 37,049 39,943 42,088 42,731

(注）1.百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第66期の期首から適用しており、

第65期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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[6]　重要な親会社および子会社の状況

① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会　　社　　名 資　本　金 当　社　の
出 資 比 率 主　要　な　事　業　内　容

エ ス ペ ッ ク テ ス ト シ ス テ ム 株 式 会 社
千円 %

環境試験器等の製造・販売170,000 100.0

エ ス ペ ッ ク 九 州 株 式 会 社
千円 %

環境試験器等の販売20,000 100.0

エ ス ペ ッ ク ミ ッ ク 株 式 会 社
千円 % 環境保全事業、

植物育成装置等の製造・販売79,000 100.0

ESPEC  NORTH  AMER ICA ,  INC .
千米ドル %

環境試験器等の製造・販売8,510 100.0

上 海 愛 斯 佩 克 環 境 設 備 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験器等の製造・販売26,985 100.0

愛 斯 佩 克 環 境 儀 器 （ 上 海 ） 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験器等の販売8,277 100.0(100.0)

愛 斯 佩 克 測 試 科 技 （ 上 海 ） 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験の受託サービス5,387 100.0(100.0)

愛 斯 佩 克 試 験 儀 器 （ 広 東 ） 有 限 公 司
千人民元 %

環境試験器等の製造・販売47,000 100.0(100.0)

E S P E C  （ C H I N A ）  L I M I T E D
千香港ドル %

環境試験器等の販売47,425 100.0

E S P E C  K O R E A  C O R P .
千ウォン %

環境試験器等の製造・販売3,700,000 100.0
(注)　当社の出資比率の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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[7]　主要な事業内容

事　業 主　要　製　品　等

装 置 事 業

環境試験器 恒温恒湿器、恒温恒湿室、冷熱衝撃装置、小型環境試験器、複合試験装置、
クリーンオーブン、HALT / HASS試験装置

エナジーデバイス装置 充放電評価システム、電極乾燥装置、燃料電池評価装置

半導体関連装置 バーンイン装置、半導体評価装置、計測システム

サービス事業
アフターサービス・エンジニアリング メンテナンス、機器周辺工事

受託試験・レンタル 受託試験、機器レンタル、リセール、校正

そ の 他 事 業
環境保全 森づくり、水辺づくり、都市緑化

植物育成装置 植物工場、研究用育苗装置

[8]　主要な営業所および工場

① 当　社

本 社 大阪市北区天神橋３丁目５番６号

営 業 拠 点

首都圏オフィス（東京都港区）、神奈川オフィス（川崎市中原区）、
大阪オフィス（大阪府寝屋川市）、
仙台営業所（仙台市泉区）、高崎営業所（群馬県高崎市）、静岡営業所（静岡市駿河区）、
名古屋営業所（名古屋市名東区）、福岡営業所（福岡市博多区）

工場その他事業所 福知山工場（京都府福知山市）、宇都宮テクノコンプレックス（栃木県宇都宮市）、
神戸R&Dセンター（神戸市北区）

② 重要な子会社

国 内 エスペックテストシステム株式会社（神戸市東灘区）、
エスペック九州株式会社（北九州市小倉北区）、エスペックミック株式会社（愛知県丹羽郡）

海 外

ESPEC NORTH AMERICA, INC.（米国）、上海愛斯佩克環境設備有限公司（中国）、
愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司（中国）、愛斯佩克測試科技（上海）有限公司（中国）、
愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司（中国）、ESPEC (CHINA) LIMITED（香港）、
ESPEC KOREA CORP.（韓国）
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[9]　使用人の状況

① 企業集団の使用人の状況
区　分 使用人数 前期末比増減

装 置 事 業 1,188名 △1名

サ ー ビ ス 事 業 237名 2名

そ の 他 事 業 29名 △2名

報 告 セ グ メ ン ト 計 1,454名 △1名

全 社 （ 共 通 ） 58名 △7名

合　　　　　　　　　　　計 1,512名 △8名

② 当社の使用人の状況
区　分 使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男 性 673名 △16名 41才10カ月   18年2カ月

女 性 113名 7名 37才8カ月 12年9カ月

合　計　ま　た　は　平　均 786名 △9名 41才2カ月 17年5カ月

(注)　使用人数は就業人員であり、出向者20名、嘱託および準社員111名を含めておりません。

[10]　主要な借入先

借入先 借入額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 　 ロ ス ア ン ゼ ル ス 支 店 442百万円

み ず ほ 銀 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 　 広 州 支 店 230百万円
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2. 会社の株式に関する事項

[1] 発行可能株式総数 80,000,000株
[2] 発行済株式の総数 23,049,964株（自己株式731,430株を除く）
[3] 株主数 6,060名
[4] 大株主（上位10名）

株　　　主　　　名 持　株　数 持 株 比 率
千株 %

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,164 9.39
エ ス ペ ッ ク 取 引 先 持 株 会 2,048 8.88
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1,945 8.44
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 790 3.43
エ ス ペ ッ ク 従 業 員 持 株 会 719 3.12
佐 々 木 　 嘉 樹 680 2.95
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 513 2.22
株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク 419 1.81
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ５ ） 358 1.55
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 335 1.45

(注)　1.持株比率は、自己株式（731,430株）を控除して計算しております。
2.当社が2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において、新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board 

Benefit Trust））」の導入を決議したことに伴い、2018年8月9日開催の取締役会決議により、「資産管理サービス信託銀行株式会
社（信託E口）」を処分先として自己株式192,200株を処分いたしました。なお、上記自己株式には、本信託口が保有する株式183,800
株は含めておりません。

3.金融商品取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、下記のとおり報告を受けておりますが、当社として当事
業年度末日における実質所有株式数の確認ができていないものについては、上記の大株主には含めておりません。

提　　　出　　　者 持　株　数 持株等保有割合 報告義務発生日
千株 % 2020年４月23日三 井 住 友 Ｄ Ｓ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 1,195 5.03

提　　　出　　　者 持　株　数 持株等保有割合 報告義務発生日
千株 %

2019年12月31日
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 513 2.16
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 183 0.77
ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト O n e 株 式 会 社 1,289 5.42
合 計 1,987 8.36

[5]　その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

[1]　当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された
新株予約権の状況

　該当事項はありません。

[2]　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
[1]　取締役および監査役の氏名等

(2020年３月31日現在)

地　位 氏　名 担　当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 石 田 雅 昭 ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

常 務 取 締 役 島 田 種 雄 グローバルマーケティン
グ担当

ESPEC KOREA CORP. 代表理事
ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役

取 締 役
上 席 執 行 役 員 末 久 和 広 カスタム機器本部長

開発本部・事業開発部担当

取 締 役
上 席 執 行 役 員 荒 田 　 知

環境テスト機器本部長
中国事業推進室長
ＣＳ本部担当

ESPEC NORTH AMERICA, INC. 取締役
上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長
愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司 董事長
愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司 董事長
ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

取 締 役
執 行 役 員 浜 野 寿 之

テストコンサルティング
本部長
宇都宮テクノコンプレッ
クス事業所長
環境管理室担当

愛斯佩克測試科技（上海）有限公司 董事長

取 締 役
執 行 役 員 渕 田 健 二 営業本部長

ＡＳ本部担当

取 締 役 長 野 寛 之 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授

取 締 役 小 杉 俊 哉
合同会社THS経営組織研究所 代表社員
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/
株式会社福岡銀行 社外取締役

常 勤 監 査 役 今 石 義 人

常 勤 監 査 役 石 井 邦 和

監 査 役 山 本 哲 男 弁護士
山本法律事務所 所長

監 査 役 堤 　 昌 彦 公認会計士
堤公認会計士事務所 所長
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(注) 1.取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏は、社外取締役であります。
2.監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3.取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け

出ております。
4.監査役 堤 昌彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5.当期中の取締役および監査役の異動

・2019年６月21日開催の第66回定時株主総会において、浜野 寿之氏および渕田 健二氏は新たに取締役に選任され就任いたしまし
　た。
・2019年６月21日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、石井 邦和氏は取締役を任期満了により退任し、同株主総会におい

て新たに監査役に選任され就任いたしました。
・2019年６月21日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、監査役 村上 充氏は任期満了により退任いたしました。
・2020年３月31日付をもって、監査役 今石 義人氏は辞任により退任いたしました。

6.決算期後における取締役等の異動
2019年12月３日開催の取締役会において執行役員の選任が決議され、2020年４月１日付をもって次のとおりとなりました。

地　位 氏　名 担　当

代表取締役社長 石 田 雅 昭

常 務 取 締 役 島 田 種 雄 グローバルマーケティング担当
取 締 役
上 席 執 行 役 員 末 久 和 広 カスタム機器本部長　兼　神戸R&Dセンター事業所長、開発本部・事業開発部担当

取 締 役
上 席 執 行 役 員 荒 田 　 知 環境テスト機器本部長　兼　中国事業推進室長、ＣＳ本部担当

取 締 役
執 行 役 員 浜 野 寿 之 テストコンサルティング本部長　兼　宇都宮テクノコンプレックス事業所長、

環境管理室担当
取 締 役
執 行 役 員 渕 田 健 二 営業本部長、ＡＳ本部担当

上 席 執 行 役 員 村 上 精 一 生産統括本部長　兼　福知山工場長

上 席 執 行 役 員 大 島 敬 二 コーポレート統括本部長　兼　輸出管理本部長

執 行 役 員 西 谷 淳 子 サステナビリティ推進室長　兼　コーポレートコミュニケーション部長

執 行 役 員 渡 部 克 彦 欧州事業プロジェクトリーダー

[2]　取締役および監査役の報酬等の額
区　分 人　数 報酬等の額

取　　締　　役
（うち社外取締役）

9名
（2名）

183百万円
（12百万円）

監　　査　　役
（うち社外監査役）

5名
（2名）

50百万円
（12百万円）

合　　　　　計
（うち社外役員）

14名
（4名）

233百万円
（24百万円）

(注) 1.2008年６月24日開催の第55回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額３億円以内および監査役の報酬限度額を年額８千
万円以内と決議いただいております。

2.2018年６月22日開催の第65回定時株主総会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠として、取締役（社外取締役を除く）に
対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議いただいており、本制度で定める役員株式給付規定に基づき、３億円（４事業年度分）
を拠出しております。

3.上記の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員株式給付引当金15百万円を含めております。
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[3]　社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況および当社との関係
区　分 氏　名 重要な兼職の状況 当社との関係

社 外 取 締 役

長 野 寛 之 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授 特別な関係はありません

小 杉 俊 哉

合同会社THS経営組織研究所 代表社員
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/
株式会社福岡銀行 社外取締役

特別な関係はありません

社 外 監 査 役
山 本 哲 男 山本法律事務所 所長 特別な関係はありません

堤 　 昌 彦 堤公認会計士事務所 所長 特別な関係はありません

② 社外役員の主な活動状況等
区　分 氏　名 主な活動状況等

社 外 取 締 役

長 野 寛 之
当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、審議に関して必要な発言
を適宜行っております。また、人事諮問委員会２回全てに出席し、役員の選任
および解任ならびに役員の報酬内容等について審議いたしました。

小 杉 俊 哉 当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、審議に関して必要な発言
を適宜行っております。

社 外 監 査 役

山 本 哲 男

当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、また、監査役会13回のう
ち13回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、審議に関して必
要な発言を適宜行っております。また、人事諮問委員会２回全てに出席し、役
員の選任および解任ならびに役員の報酬内容等について審議いたしました。

堤 　 昌 彦
当期開催の取締役会13回のうち13回全てに出席し、また、監査役会13回のう
ち12回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、審議に関して必要
な発言を適宜行っております。

（注）当社は、指名委員会と報酬委員会の双方の役割を担う人事諮問委員会を設置しております。人事諮問委員会は、経営の透明性および
客観性の確保の観点から、主要な構成員を社外役員としており、委員長および委員の選任は取締役会で決定しております。現在の委
員は代表取締役社長の石田 雅昭氏、社外取締役の長野 寛之氏、および社外監査役の山本 哲男氏であり、委員長は代表取締役社長が
担っております。

③ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役および社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、
その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
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5. 会計監査人の状況
[1]　会計監査人の名称

　有限責任監査法人トーマツ

[2]　当期に係る会計監査人の報酬等の額

① 当期に係る会計監査人としての報酬等
　30,000千円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　47,000千円

(注)　1.監査法人との監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確に
区分しておらず、かつ実質的にも区分しておりませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2.当社監査役会は、監査の実施状況、監査時間および監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査時間および監査報酬の見積りの妥
当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

3.②には国際財務報告基準（IFRS）適用に備えた、監査業務に関わる報酬17百万円が含まれています。

[3]　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

[4]　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいずれかに該当し、解任が
相当と認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
　また、当社監査役会は会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などを確認し、職
務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不
再任に関する議案の内容を決定いたします。
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6. 会社の体制および方針

[1]　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務
の適正を確保するための体制

　当社の内部統制システム整備の基本方針の概要については次のとおりであります。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

Ⅰ．当社の基本理念・経営理念・運営理念などを明文化した「THE ESPEC MIND」に基づき、「エスペッ
ク行動憲章・行動規範」を制定し、取締役および使用人が法令・定款および社会規範を遵守するため
の行動規範とする。また、その徹底を図るため、コーポレート統括本部においてコンプライアンスの
取り組みを全社横断的に統括し、取締役および使用人への教育・啓蒙を行う。

Ⅱ．反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求に対しても
応じない。

Ⅲ．財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を
定期的に評価するとともに、維持・改善に努める。

Ⅳ．取締役は他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役および取締役会に報告し
適切な処置を実施する。

Ⅴ．監査役は経営の意思決定や業務執行について、その手続きや執行状況などが法令・定款に違反してい
ないことを確認し、社長直轄である内部監査部門は各業務執行部門のコンプライアンス状況を監査し、
その結果を適宜、社長、取締役会および監査役会に報告する。

Ⅵ．法令上疑義のある行為等を発見した取締役および使用人が通報し早期に是正する体制として、相談通
報窓口を社内外に設置・運用する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規定・その他社内規定に基づき文書または電磁的媒
体（以下「文書等」という）に記録し、適切に保存・管理する。保存期間については別途定める。取締役
は、常時これらの文書等を閲覧することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
Ⅰ．全社的なリスクの識別・評価については、所管部門や検討部会にて実施し、その結果をリスク管理委

員会にて審議し承認する。リスクへの対応については、関連諸規定・付議基準に基づき取締役会や関
連会議体にて個別リスクを評価のうえ対応を検討・決定し、所管部門にてその対応を行わせる。

Ⅱ．危機管理の対象となる事象が発生した場合には、危機管理規定に基づき適切・迅速に対応する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

Ⅰ．取締役会については、取締役会規定に従って運営し、定期的に（１ヵ月に１回）開催する。
Ⅱ．招集通知には議題を記載するとともに事前説明や資料の事前配布を行うなど取締役会の効率的運営は、

取締役会事務局である総務部門が行う。
Ⅲ．重要な会議体などにおける審議事項・決議事項などの重要事項については、取締役会および各取締役

へ文書、電子メール等を用いて遅滞なく伝達する。
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⑤ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ．当社は「エスペック行動憲章・行動規範」や社内規定等の当社および子会社への徹底を図るとともに、

内部統制に関する担当部署を設置し、当社および子会社における内部統制の構築を目指す。また、関
係会社管理担当部門を定め、当社および子会社間の内部統制に関する協議・情報の共有化・指示・要
請の伝達等が適切に行われる体制を構築する。

Ⅱ．当社の内部監査部門は、当社および子会社の内部監査を実施し、その結果を被監査部門およびその責
任者に報告し、必要に応じて内部統制の改善策の指導・助言を行う。

Ⅲ．当社は、当社が定める関係会社管理規定に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に
応じて関係資料等の提出を求める。

Ⅳ．当社は、関係会社管理担当部門を定め、子会社におけるリスク情報の伝達・共有とその対応を適切に
行う。

Ⅴ．当社は、子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、経営の効率的な運営に資するため、連結
ベースの中期経営計画、事業計画および経営指標等を策定し、共有する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに
その使用人の取締役からの独立性に関する事項
Ⅰ．監査役会の運営や監査業務などの監査役の職務の補助を行う監査役スタッフを配置する。監査

役スタッフは、当社の監査役および監査役会の指揮命令に従う。
Ⅱ．監査役スタッフに関し、監査役および監査役会の指揮命令に従う旨を当社の役員および使用人に周知

する。
Ⅲ．監査役スタッフの独立性を確保するため、その人事異動、人事評価については監査役会の事前の同意

を得る。
⑦ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

Ⅰ．当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、当社の業務や業績に影
響を与える重要な事項や法定の事項に加え、業務執行の状況や内部監査の結果を当社の監査役へ適宜
報告し、会社に著しい損害が生じるおそれのある事項を発見した場合や他の取締役および使用人が法
令・定款の違反行為をし、またはこれら行為をするおそれがある場合は速やかに報告する。

Ⅱ．前記にかかわらず、監査役は必要に応じて、取締役および使用人に対してこれらの報告を求めること
ができ、取締役会に出席するほか、必要に応じて重要な会議に出席することができる。

Ⅲ．相談通報窓口（３ヵ所）のうち１ヵ所を常勤監査役が担当し、取締役および使用人より広く報告を受
け得る体制とする。

Ⅳ．当社は、監査役への報告を行った当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および
使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われるための体制
Ⅰ．監査役監査基準により監査を行うとともに、会計監査については監査法人と定期的に意見交換を行い、

業務監査については内部監査部門と連携して行う。
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Ⅱ．監査役と代表取締役社長との会合を定期的にもち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスクの
ほか、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

Ⅲ．監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門におい
て審議のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査役の職務の執行について生ずる
費用等について、毎年一定の予算を設ける。

[2]　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、業務の適正を確保するための体制の運用状況について、取締役会に報告しております。また、運
用状況を調査するなかで問題点が判明した場合は、是正措置を行うこととしております。
　当期における主な取り組みといたしましては、2019年6月に監査役会の運営や監査業務などの監査役の職
務の補助を行う監査役スタッフを設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りました。2019年度の
取締役会の実効性評価では、経営に対する監督機能を発揮するための体制が構築されていること、自由闊達か
つ建設的な議論、意見交換が行える条件が整っていることなどから、前期に引き続き、取締役会全体の実効性
は確保されていることを確認いたしました。一方、今後の課題として「取締役会の多様性の確保」「SDGｓ・
ESGに関する議論の充実化」等に取り組む必要があることを認識いたしました。
　また、2019年12月に情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際認証規格「ISO27001」の認証
を取得いたしました。当期は全従業員に対し情報セキュリティに関する教育を行い、リスクマネジメントのさ
らなる充実に努めるとともに、管理職を対象としたハラスメント防止研修および新入社員を対象とした「エス
ペック行動憲章・行動規範」に関する教育を行い、コンプライアンスのさらなる浸透に努めました。

[3]　会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

① 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」という）
　当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々
努めております。したがいまして、当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の
経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当
社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならない
と考えております。
　上場会社である当社の株式は、株主および投資家のみなさまによる自由な取引に委ねられているため、
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主のみなさまのご意思に基づ
き決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量買付に応じるか否かの判断も、最終
的には株主のみなさま全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式
の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益に資するものであればこれ
を否定するものではありません。
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　しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株式の大量買付の中には、その目的等から
見て企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主のみなさま
に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時
間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との
協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を毀損するおそ
れをもたらすものも想定されます。
　当社は、このような当社の企業価値や株主のみなさまの共同の利益に資さない大量買付を行う者が、当
社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対し
ては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利
益を確保する必要があると考えております。

② 当社の基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
Ⅰ．企業価値の源泉

　当社は「環境創造技術をかなめに展開するサービス」による「より確かな生環境の提供」をミッショ
ンとし、自らの手で次代を切り開く「プログレッシブ（進取的）」な精神のもと、いち早く環境試験の
必要性を認識し、1961年に国内初となる環境試験器を開発するなど積極的に事業を展開してまいりま
した。環境試験器は、お客さまのさまざまな製品・部品がどのような環境下においても正常に機能する
かという観点から、事前にその信頼性・品質の評価を行う装置であります。そのため、当社はこの環境
試験器が、技術の進歩・産業の発展に貢献し、私たちの暮らしを支えるさまざまな製品・部品の信頼と
安心・安全を確保するものであると考えるとともに、当社の企業成長そのものが、株主のみなさま、お
客さま、お取引先、当社従業員その他のステークホルダーのみなさまにさらなる価値を提供し、みなさ
まからの一層の信頼を得ることにつながるものと確信しております。このように、当社からみなさまに
価値を提供し、他方でみなさまからの一層の信頼を得るということは、当社の経営理念であります「価
値交換性の高い企業」を実現するものであるとともに、株主のみなさまの共同の利益の確保・向上にも
資するものでもあると考えております。
　当社の企業価値の源泉は、独自の企業文化と当社成長を支える優秀な従業員、国内外のお客さま・お
取引先と構築した信頼関係をベースとして長年培ってきた高い技術・ノウハウや、世界に拡がる生産・
販売・サービスネットワーク、国際レベルの品質保証体制であり、それらにより「エスペック」ブラン
ドは全世界のお客さまから高い信頼を得て、確固たる地位を確立しております。
　また、当社のコアコンピタンスである「環境創造技術」をベースに、エナジーデバイス装置や植物工
場などの新たな市場に事業を展開し、安定的かつ持続的な企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利
益の確保・向上に向けて、積極的に企業活動を推進しております。

Ⅱ．企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組み
　当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けて、中期経営計画を作成し、中期的な
事業の方向性を明らかにするとともに、年度単位の経営計画と事業施策に展開することで、より具体的
な計画の推進と進捗管理を行っています。
　また、当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、永続的な
企業価値の向上が株主のみなさまの共同の利益の確保・向上の基本であると考えております。配当金は、
継続性と配当性向を勘案して決定し、内部留保金につきましては、将来の利益の源泉となる新製品開発
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や事業戦略への投資に活用することを基本方針としております。
Ⅲ．コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化

　当社は、企業は人々のさまざまな願いや社会の期待に応えるための役割や機能を果たす社会的な装置
であるという「企業は公器」との考えのもと、企業活動を進めるうえで関わり合う株主のみなさま、お
客さま、お取引先、当社従業員その他のステークホルダーのみなさまとの間で、お互いにとってより良
い関係を築き、みなさまに対してより高い価値を提供することで、「価値交換性の高い企業」を目指し
ております。
　この基本的な考えを踏まえて事業活動を行うにあたり、コーポレート・ガバナンスの確立は不可欠で
あることから、コンプライアンスの確保と、より透明性・効率性の高い経営体制の確立を目指しており
ます。
　また、意思決定および業務執行が、法令・定款・社内規定を遵守し適正に行われるために必要な体制・
制度を整備し、その運営状況のチェックと自浄機能が作用される社内システムの維持・構築を、内部統
制に関する基本理念としております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する
ための取り組みの概要
　当社は、当初2008年６月24日開催の当社第55回定時株主総会において、基本方針に照らして不適切な
者による支配を防止するための取り組みとして、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」
を導入し、直近では2014年６月25日開催の当社第61回定時株主総会の決議により継続（以下「本プラ
ン」という）してまいりました。しかしながら、買収防衛策をめぐる諸々の動向および様々な議論の進展、
株主のみなさまのご意見等を踏まえ、本プランの継続の是非について慎重に検討した結果、2017年５月
12日開催の取締役会において、本プランを継続せず、廃止することを決議いたしました。なお、当社は、
本プラン廃止後も、当社株式の大量買付を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが大量買付行為の
是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株
主のみなさまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、
適切な措置を講じてまいります。
　今後も当社は、独自の企業文化と長年培ってきた高い技術とノウハウ、ならびに株主のみなさま、お客
さま、お取引先、当社従業員その他のステークホルダーのみなさまとの間に構築された良好な信頼関係の
維持・促進に取り組むとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組むことで、企業価値
ひいては株主のみなさまの共同の利益の確保・向上に努めてまいります。なお、上記②および③の取り組
みは、上記①の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を損
なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

[4]　剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、永続的な企業価値の向
上が株主価値向上の基本であるとし、継続性と配当性向を勘案して配当を決定することを基本方針としており
ます。なお、当社は、剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めをおいておりません。

－ 27 －



連結計算書類

連結貸借対照表 （2020年3月31日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額
資 産 の 部

流 動 資 産 41,428
現 金 及 び 預 金 13,378
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 14,808
電 子 記 録 債 権 2,595
有 価 証 券 3,402
商 品 及 び 製 品 1,172
仕 掛 品 1,768
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,140
そ の 他 2,197
貸 倒 引 当 金 △35

固 定 資 産 16,032
有 形 固 定 資 産 11,631

建 物 及 び 構 築 物 3,509
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 843
工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,199
土 地 4,443
リ ー ス 資 産 82
建 設 仮 勘 定 1,552

無 形 固 定 資 産 696
の れ ん 382
そ の 他 314

投資その他の資産 3,704
投 資 有 価 証 券 2,916
退 職 給 付 に 係 る 資 産 163
繰 延 税 金 資 産 124
そ の 他 533
貸 倒 引 当 金 △33

資 産 合 計 57,461

科　目 金　額
負 債 の 部

流 動 負 債 12,775
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,651
電 子 記 録 債 務 4,120
短 期 借 入 金 230
1年内返済予定の長期借入金 73
未 払 法 人 税 等 311
賞 与 引 当 金 400
役 員 賞 与 引 当 金 17
製 品 保 証 引 当 金 212
受 注 損 失 引 当 金 2
そ の 他 4,755

固 定 負 債 1,953
長 期 借 入 金 368
繰 延 税 金 負 債 180
退 職 給 付 に 係 る 負 債 56
役 員 株 式 給 付 引 当 金 79
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 4
資 産 除 去 債 務 14
再評価に係る繰延税金負債 534
そ の 他 715

負 債 合 計 14,729
純 資 産 の 部

株 主 資 本 43,160
資 本 金 6,895
資 本 剰 余 金 7,120
利 益 剰 余 金 30,325
自 己 株 式 △1,180

その他の包括利益累計額 △428
その他有価証券評価差額金 930
土 地 再 評 価 差 額 金 △662
為 替 換 算 調 整 勘 定 △535
退職給付に係る調整累計額 △161

純 資 産 合 計 42,731
負 債 純 資 産 合 計 57,461

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （2019年4月1日から2020年3月31日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額

売 上 高 42,443
売 上 原 価 27,724
売 上 総 利 益 14,719
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,976
営 業 利 益 3,742
営 業 外 収 益

受 取 利 息 22
受 取 配 当 金 153
補 助 金 収 入 36
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 44
そ の 他 47 304

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0
為 替 差 損 84
支 払 手 数 料 9
そ の 他 8 113

経 常 利 益 3,933
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 10
固 定 資 産 売 却 損 2 13

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,920
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,016
法 人 税 等 調 整 額 85 1,102
当 期 純 利 益 2,818
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,818
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類

貸借対照表 （2020年3月31日現在） (単位：百万円)
科　目 金　額

資 産 の 部
流 動 資 産 30,193

現 金 及 び 預 金  9,745
受 取 手 形  2,510
電 子 記 録 債 権  2,345
売 掛 金  8,158
有 価 証 券  3,402
商 品 及 び 製 品  205
仕 掛 品  1,030
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,039
前 払 費 用 137
そ の 他 1,618

固 定 資 産 18,057
有 形 固 定 資 産 9,096

建 物 2,428
構 築 物 100
機 械 及 び 装 置 229
車 両 運 搬 具 6
工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,006
土 地 4,130
リ ー ス 資 産 66
建 設 仮 勘 定 1,126

無 形 固 定 資 産 242
ソ フ ト ウ エ ア 145
そ の 他 96

投資その他の資産 8,718
投 資 有 価 証 券 2,714
関 係 会 社 株 式 4,446
出 資 金 0
関 係 会 社 出 資 金 913
長 期 前 払 費 用 56
前 払 年 金 費 用 396
そ の 他 224
貸 倒 引 当 金 △33

資 産 合 計 48,250

科　目 金　額
負 債 の 部

流 動 負 債 8,277
電 子 記 録 債 務 3,711
買 掛 金 1,270
リ ー ス 債 務 25
未 払 金 1,082
未 払 費 用 367
未 払 法 人 税 等 236
前 受 金 197
預 り 金 262
賞 与 引 当 金 375
製 品 保 証 引 当 金 160
受 注 損 失 引 当 金 2
そ の 他 586

固 定 負 債 1,396
リ ー ス 債 務 46
役 員 株 式 給 付 引 当 金 79
資 産 除 去 債 務 14
繰 延 税 金 負 債 70
再評価に係る繰延税金負債 534
そ の 他 650

負 債 合 計 9,674
純 資 産 の 部

株 主 資 本 38,307
資 本 金 6,895
資 本 剰 余 金 7,378

資 本 準 備 金 7,136
そ の 他 資 本 剰 余 金 241

利 益 剰 余 金 25,214
利 益 準 備 金 469
そ の 他 利 益 剰 余 金 24,744

別 途 積 立 金 11,280
繰 越 利 益 剰 余 金 13,464

自 己 株 式 △1,180
評 価 ・ 換 算 差 額 等 268

その他有価証券評価差額金 930
土 地 再 評 価 差 額 金 △662

純 資 産 合 計 38,576
負 債 純 資 産 合 計 48,250

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （2019年4月1日から2020年3月31日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額

売 上 高 29,841
売 上 原 価 20,001
売 上 総 利 益 9,839
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,258
営 業 利 益 2,580
営 業 外 収 益

受 取 利 息 18
有 価 証 券 利 息 0
受 取 配 当 金 331
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 43
そ の 他 39 434

営 業 外 費 用

為 替 差 損 45
支 払 手 数 料 7
そ の 他 7 60

経 常 利 益 2,954
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 7 7
税 引 前 当 期 純 利 益 2,947
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 708
法 人 税 等 調 整 額 71 779
当 期 純 利 益 2,168
(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書

謄 本 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
エスペック株式会社
　取締役会　御中 2020年５月14日

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森　村　圭　志 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石　原　伸　一 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、エスペック株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エ
スペック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類
の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算
書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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謄 本 会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
エスペック株式会社
　取締役会　御中 2020年５月14日

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森　村　圭　志 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石　原　伸　一 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、エスペック株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用
者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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謄 本 監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各
監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を
受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議への出席や代表取締役を含む取締役、執行役員等との面談を通して、取締役お
よび使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
（1） 事業報告およびその附属明細書の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2020年５月15日

エスペック株式会社　監査役会
常勤監査役 石　井　邦　和 ㊞

社外監査役 山　本　哲　男 ㊞

社外監査役 堤　　　昌　彦 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件
　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つと認識するとともに、永続的な企業価
値の向上が株主価値向上の基本であるとし、継続性と配当性向を勘案して配当を決定することを基本方
針としております。
　期末の配当金につきましては、上記基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

1 株主に対する配当財産の割当て
に 関 す る 事 項 お よ び そ の 総 額

当社普通株式１株につき金46円　総額1,060,298,344円
なお、中間配当金として22円をお支払いしておりますので、
当期の年間配当金は１株につき68円となります。

2 剰余金の配当が効力を生じる日 2020年６月24日
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第 2 号 議 案 取締役８名選任の件
　取締役８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いす
るものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏　　　　名 現 在 の 当 社 に

お け る 地 位
取 締 役
在 任 年 数

1 再任 石 田 雅 昭 代 表 取 締 役
社 長 12年

2 再任 島 田 種 雄 常 務 取 締 役 11年

3 再任 末 久 和 広 取 締 役
上席執行役員 ２年

4 再任 荒 田 　 知 取 締 役
上席執行役員 ２年

5 再任 浜 野 寿 之 取 締 役
執 行 役 員 １年

6 再任 渕 田 健 二 取 締 役
執 行 役 員 １年

7 再任 長 野 寛 之 社外取締役
候 補 者

独 立 役 員
候 補 者 取 締 役 ４年

8 再任 小 杉 俊 哉 社外取締役
候 補 者

独 立 役 員
候 補 者 取 締 役 ３年

（注）1.各氏の取締役在任年数は本総会開催日現在のものです。
2.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3.当社は、長野 寛之氏および小杉 俊哉氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結しており、本議案が

承認可決され同各氏が社外取締役に就任した場合、同各氏との間で当該契約を継続する予定であります。契約内容の概要は、次の
とおりであります。
・当該社外取締役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、

その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき

に限るものとする。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

1

い し だ

石 田  
ま さ あ き

雅 昭
( 1 9 5 4 年 1 1 月 2 6 日 生 )

[所有する当社株式の数]
72,452株

1977 年 ４月 当社入社
2008 年 ６月 取締役
2009 年 ６月 常務取締役
2011 年 ４月 代表取締役社長（現在）

ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、研究開発、品質保証および海外事業分野等で当社事業の発展に尽
力いたしました。2011年からは代表取締役社長としてリーダーシップを発揮
し、当社グループの成長戦略を牽引しております。また、取締役会では議長とし
て適切な議事運営を行うとともに、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の
決定および業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締
役としての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

2

し ま だ

島 田  
た ね お

種 雄
( 1 9 5 7 年 1 0 月 1 5 日 生 )

[所有する当社株式の数]
42,127株

1981 年 ４月 当社入社
2009 年 ６月 取締役
2012 年 ６月 常務取締役（現在）
2019 年 ４月 グローバルマーケティング担当（現在）

ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長
ESPEC ENGINEERING（THAILAND）CO.,LTD. 代表取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、営業、アフターサービスおよび海外事業分野等で当社事業の発展
に尽力し、現在はグローバルマーケティング担当として、成長戦略を推進してお
ります。また、取締役会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の決定
および業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締役と
しての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

3

す え  ひ さ

末 久
 

 
か ず  ひ ろ

和 広
( 1 9 6 3 年 1 1 月 2 6 日 生 )

[所有する当社株式の数]
10,714株

1987 年 ４月 当社入社
2014 年 ４月 カスタム機器本部長（現在）
2018 年 ４月 上席執行役員（現在）

６月 取締役（現在）
2019 年 ４月 開発本部担当（現在）

事業開発部担当（現在）
2020 年 ４月 神戸Ｒ＆Ｄセンター 事業所長（現在）

エスペックテストシステム株式会社 代表取締役社長

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、製品開発および設計分野等で当社事業の発展に尽力し、現在はカ
スタム機器本部長、開発本部・事業開発部担当として成長戦略を推進しておりま
す。また、取締役会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の決定およ
び業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締役として
の役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

4

あ ら  た

荒 田
 

 　
 

 
さとし

知
( 1 9 6 6 年 1 0 月 ７ 日 生 )

[所有する当社株式の数]
13,134株

1991 年 ４月 当社入社
2017 年 ４月 中国事業推進室長（現在）
2018 年 ４月 上席執行役員（現在）

６月 取締役（現在）
2019 年 ４月 環境テスト機器本部長（現在）

ＣＳ本部担当（現在）

ESPEC NORTH AMERICA, INC. 取締役
上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長
愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司 董事長
愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司 董事長
ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、中国事業分野等で当社事業の発展に尽力し、現在は環境テスト機
器本部長 兼 中国事業推進室長、ＣＳ本部担当として成長戦略を推進しておりま
す。また、取締役会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の決定およ
び業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締役として
の役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

－ 41 －



候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

5

は ま  の

浜 野
 

 
と し  ゆ き

寿 之
( 1 9 6 6 年 ３ 月 ８ 日 生 )

[所有する当社株式の数]
6,101株

1986 年 ４月 当社入社
2014 年 ４月 テストコンサルティング本部長（現在）

宇都宮テクノコンプレックス 事業所長（現在）
2016 年 ４月 執行役員（現在）
2019 年 ４月 環境管理室担当（現在）
2019 年 ６月 取締役（現在）

愛斯佩克測試科技（上海）有限公司 董事長

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、テストコンサルティング事業分野等で当社事業の発展に尽力して
おります。現在はテストコンサルティング本部長として成長戦略を推進するとと
もに、環境管理室担当として当社の環境経営を推進しております。また、取締役
会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の決定および業務執行の監督
を行っております。これらのことから、引き続き取締役としての役割を十分に遂
行できるものと判断し、候補者といたしました。

6

ふ ち  た

渕 田
 

 
け ん  じ

健 二
( 1 9 6 4 年 ９ 月 1 8 日 生 )

[所有する当社株式の数]
17,675株

1988 年 ４月 当社入社
2016 年 ４月 執行役員（現在）
2019 年 ４月 営業本部長（現在）

ＡＳ本部担当（現在）
2019 年 ６月 取締役（現在）

ESPEC KOREA CORP. 代表理事

[取締役候補者とした理由]
候補者は主に、営業、経営企画およびエナジーデバイス事業分野等で当社事業の
発展に尽力し、現在は営業本部長、ＡＳ本部担当として成長戦略を推進しており
ます。また、取締役会では、その豊富な経験と実績に基づき、重要事項の決定お
よび業務執行の監督を行っております。これらのことから、引き続き取締役とし
ての役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

7

な が の

長 野  
ひ ろ ゆ き

寛 之
( 1 9 5 5 年 1 0 月 2 0 日 生 )

社外取締役候補者

独立役員候補者

[所有する当社株式の数]
926株

1978 年 ４月 松下電器産業株式会社 入社（現・パナソニック株式会社）
2009 年 ４月 パナソニックプラズマディスプレイ株式会社 代表取締役社長
2012 年 ４月 大阪大学大学院 工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻

特任教授
2013 年 ４月 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授（現在）
2016 年 ６月 当社取締役（現在）

[社外取締役候補者とした理由]
候補者は、会社経営や産学連携の研究等を通じて培った豊富な経験と見識を有する
とともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思料
されることから、引き続き社外取締役としての役割を十分に遂行できるものと判断
し、候補者といたしました。

[独立性に関する事項]
候補者は、当社が定める社外役員の独立性判断基準（46頁に掲載）を満たしてお
ります。当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定してお
り、本議案が承認可決され同氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員
に指定する予定であります。
なお、同氏が教授を務める兵庫県立大学と当社との間には、当社の社外役員の独
立性判断基準に定める基準額を超える取引はありませんでした。また、当社は
2019年11月に兵庫県への「企業版ふるさと納税」を通じて、同大学の「兵庫県立
大学外国人留学生支援事業」に対し寄付を行いましたが、その寄付額につきまし
ても基準額を下回っております。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

8

こ す ぎ

小 杉  
と し や

俊 哉
( 1 9 5 8 年 ７ 月 3 0 日 生 )

社外取締役候補者

独立役員候補者

[所有する当社株式の数]
786株

1982 年 ４月 日本電気株式会社 入社
1991 年 ８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
1992 年 10月 ユニデン株式会社 人事総務部長
1994 年 ８月 アップルコンピュータ株式会社 人事総務本部長
2010 年 ５月 合同会社THS経営組織研究所 代表社員（現在）
2016 年 ４月 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授（現在）
2017 年 ６月 当社取締役（現在）

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/
株式会社福岡銀行 社外取締役（現在）

[社外取締役候補者とした理由]
候補者は、会社経営や企業における組織経営および人材開発の研究等を通じて培っ
た豊富な経験と見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
く、高い独立性を有すると思料されることから、引き続き社外取締役としての役割
を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

[独立性に関する事項]
候補者は、当社が定める社外役員の独立性判断基準（46頁に掲載）を満たしてお
ります。当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定してお
り、本議案が承認可決され同氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員
に指定する予定であります。
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第 3 号 議 案 監査役１名選任の件
　監査体制の強化を図るため、監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

新　任
た な か

田 中  
た か ひ ろ

崇 公
( 1 9 7 3 年 １ 月 1 7 日 生 )

社外監査役候補者

独立役員候補者

[所有する当社株式の数]
0株

2000 年 ４月 大阪弁護士会登録
中之島中央法律事務所 入所

2007 年 １月 中之島中央法律事務所 パートナー（現在）
2010 年 ６月 神鋼鋼線工業株式会社 社外監査役
2014 年 ４月 大阪工業大学 知的財産専門職大学院 客員教授（現在）
2015 年 ６月 神鋼鋼線工業株式会社 社外取締役（現在）
2019 年 ６月 船井電機株式会社 社外取締役（現在）

[社外監査役候補者とした理由]
候補者は、弁護士として培った豊富な経験・見識を有するとともに、一般株主と利益相反
が生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思料されることから、社外監査役としての
役割を十分に遂行できるものと判断し、候補者といたしました。

[独立性に関する事項]
候補者は、当社が定める社外役員の独立性判断基準（46頁に掲載）を満たしております。
本議案が承認可決され、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を東京証券取引
所が指定を義務付ける独立役員に指定する予定であります。

（注）1.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.田中 崇公氏は、新任候補者であります。
3.本議案が承認可決され、田中 崇公氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、期待された役割を十分に発揮できるよう

責任限定契約を締結する予定であります。契約内容の概要は、次のとおりであります。
・当該社外監査役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、

その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき

に限るものとする。

以　上
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（ご参考）当社は、社外役員が以下の項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断いたします。
（1）当社グループの業務執行者（注1）または、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
（2）当社グループを主要な取引先とする者（注2）またはその業務執行者
（3）当社グループの主要な取引先（注3）またはその業務執行者
（4）当社グループから役員報酬以外に年間500万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士または弁護士（当

該財産を得ている者が法人および組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
（5）直近事業年度において当社グループから年間500万円以上の寄付および助成金を受けている者または法人の業務執行者
（6）過去３年間において上記（1）から（5）までに該当していた者
（7）上記（2）から（6）までに該当する者（重要な者（注4）に限る）の近親者（注5）

（注）1.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人をいう。
2.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループに対して製品・サービスを提供している取引先であって、

直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者をいう。
3.「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループが製品・サービスを提供している取引先であって、直近事業年度にお

ける取引額が、当社グループの年間連結売上高の２％を超える者をいう。
4.「重要な者」とは、役員および部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
5.「近親者」とは、配偶者または二親等以内の親族をいう。
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シャトルバスのご案内
（ホテル⇔JR大阪駅）

帝国ホテル 大阪

定時株主総会 会場ご案内図
《 株主総会 会場 》

帝国ホテル 大阪 ５階 八重の間
大阪市北区天満橋１丁目８番50号

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/

検 索帝国ホテル 大阪

シャトルバスをご利用の場合

●JR大阪駅（桜橋口）西側高架下より
ホテルまで運行
午前８時05分から午後９時50分まで
毎時 05分 20分 35分 50分

今後の状況により、運行予定に変更が生ず
る場合がございます。

電車をご利用の場合

●JR環状線 桜ノ宮駅西出口より約５分
●JR東西線 大阪天満宮駅より約10分
●地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅より

約12分
●地下鉄堺筋線 扇町駅より約10分


